
（様式２）

案件名：第６次尼崎市総合計画・後期まちづくり基本計画の策定について

局課名：総合政策局　政策部　都市政策課 【令和８年３月１日公表・更新】

尼崎市総合
計画審議会

行
政
内
部

計画の改定
作業

※市民意見聴取プロセス関連の取組（☆）は、随時、市報や市ホームページなどでお知らせします。

令和８年４月～５月末 ６月～１１月

　 　

市
民
意
見
の
聴
取

（
☆

）

公表内容
・手段

政策形成プロセス計画書

策定段階

ステップ１
(施策の概要等

の公表）

ステップ２
（市民意向調査及び素案の策定）

ステップ３
（パブリックコ
メント実施）

ステップ４
（意見を踏まえて最終的な市の案を策定）

ステップ５
（パブリック
コメント結果

公表）

その後の取組

令和８年３月 3月 4月 5月 6月令和９年1月 2月１２月

素案の

完成

・庁内会議実施による調整、庁内関係部局・関係団体等との調整・見直し作業

政策推進

会議①

・施策の概

要

・政策ﾌﾟﾛｾｽ

(1)概要公表

・施策の概要

・政策ﾌﾟﾛｾｽ

計画書

(2)③ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞによ

る意見募集

政策推進

会議②

・素案

・ﾊﾟﾌﾞｺﾒ案件

概要

(3)ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

ｺﾒﾝﾄ募集
・素案

・ﾊﾟﾌﾞｺﾒ案件

概要

案の

完成

政策推進

会議③

・ﾊﾟﾌﾞｺﾒ

募集結果

・案（成案）

(4)結果公表

・ﾊﾟﾌﾞｺﾒ

募集結果

・案（成案）

市民の方にご意見を

募集するタイミング（１回目）

【熟度が低い段階】

市民の皆様にご意見を

募集するタイミング（２回目）

諮問

・計画改定の概要（方向性や途中経過

等）を報告

・まちづくり基本計画の素案のたたき台

を示し審議を進める。

総会・部会・分科会を随時開催し、審議を実施 答申

・パブリックコメント内容報告

・成案化に向けて審議を進める

議案の

上程


